
金
融
庁

○

告
示
第
一
号

総
務
省

金
融
庁

郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
百
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年

告

総
務
省

示
第
一
号
（
郵
政
民
営
化
法
第
百
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
の
金
融
機
関
が
な
い
市
町
村
の
区
域
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
九
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
日

金
融
庁
長
官

中
島

淳
一

総
務
大
臣

寺
田

稔

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

一

北
海
道
古
宇
郡
神
恵
内
村
及
び
余
市
郡
赤
井
川
村
の
区
域

一

北
海
道
古
宇
郡
神
恵
内
村
、
余
市
郡
赤
井
川
村
の
区
域

二

青
森
県
東
津
軽
郡
今
別
町
、
下
北
郡
風
間
浦
村
、
同
郡
佐
井
村
及
び
三
戸
郡
新
郷
村
の
区
域

二

青
森
県
東
津
軽
郡
今
別
町
、
下
北
郡
風
間
浦
村
、
同
郡
佐
井
村
、
三
戸
郡
新
郷
村
の
区
域

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

六

埼
玉
県
秩
父
郡
横
瀬
町
及
び
同
郡
長
瀞
町
の
区
域

［
新
設
］

七

東
京
都
利
島
村
、
御
蔵
島
村
及
び
青
ヶ
島
村
の
区
域

六

東
京
都
利
島
村
、
御
蔵
島
村
、
青
ヶ
島
村
の
区
域

八

富
山
県
中
新
川
郡
舟
橋
村
の
区
域

［
新
設
］

九

山
梨
県
南
巨
摩
郡
早
川
町
、
南
都
留
郡
道
志
村
及
び
北
都
留
郡
丹
波
山
村
の
区
域

七

山
梨
県
南
巨
摩
郡
早
川
町
、
南
都
留
郡
道
志
村
の
区
域

十

長
野
県
下
伊
那
郡
平
谷
村
、
同
郡
売
木
村
、
同
郡
泰
阜
村
及
び
木
曽
郡
王
滝
村
の
区
域

八

長
野
県
下
伊
那
郡
平
谷
村
、
同
郡
売
木
村
、
同
郡
泰
阜
村
の
区
域

十
一

［
略
］

九

［
同
上
］

十
二

［
略
］

十

［
同
上
］

十
三

奈
良
県
吉
野
郡
野
迫
川
村
及
び
同
郡
上
北
山
村
の
区
域

十
一

奈
良
県
吉
野
郡
野
迫
川
村
、
同
郡
上
北
山
村
の
区
域

十
四

岡
山
県
真
庭
郡
新
庄
村
及
び
英
田
郡
西
粟
倉
村
の
区
域

十
二

岡
山
県
真
庭
郡
新
庄
村
、
英
田
郡
西
粟
倉
村
の
区
域

十
五

［
略
］

十
三

［
同
上
］

十
六

熊
本
県
阿
蘇
郡
産
山
村
、
球
磨
郡
水
上
村
、
同
郡
五
木
村
、
同
郡
山
江
村
及
び
同
郡
球
磨
村
の
区
域

十
四

熊
本
県
阿
蘇
郡
産
山
村
、
球
磨
郡
五
木
村
、
同
郡
球
磨
村
の
区
域

十
七

鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡
三
島
村
、
同
郡
十
島
村
及
び
大
島
郡
大
和
村
の
区
域

十
五

鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡
三
島
村
、
同
郡
十
島
村
、
大
島
郡
大
和
村
の
区
域

十
八

沖
縄
県
島
尻
郡
渡
嘉
敷
村
、
同
郡
座
間
味
村
及
び
八
重
山
郡
竹
富
町
の
区
域

十
六

沖
縄
県
島
尻
郡
渡
嘉
敷
村
、
同
郡
座
間
味
村
、
八
重
山
郡
竹
富
町
の
区
域

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。


